
令和６年度版パンフレット（人材育成支援コース)　正誤表

ページ数 誤 正

1 P21 ※４　有期実習型訓練の修了後に有期実習型訓練の評

価結果に基づき、正規雇用労働者等へ転換を検討する

ことを予定して雇い入れられた労働者は除きます。

※３　有期実習型訓練の修了後に有期実習型訓練の評

価結果に基づき、正規雇用労働者等へ転換を検討する

ことを予定して雇い入れられた労働者は除きます。

2 P49 ※1  eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及

び育児休業中の者に対する訓練等の場合は賃金助成の

対象外のため、上記の４及び８～９の書類は提出不要

です。

※1  eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及

び育児休業中の者に対する訓練等の場合は賃金助成の

対象外のため、上記の４及び８～10の書類は提出不要

です。

3 P53 Ⅲ-６ 賃金要件・資格等手当要件を満たした場合に必要

な提出書類

添付書類 欄

「賃金増額改定前後の雇用契約書」

Ⅲ-６ 賃金要件・資格等手当要件を満たした場合に必要

な提出書類

添付書類 欄

「賃金増額改定前後の雇用契約書等」

4 裏表紙

都道府県労働局一覧

高知労働局「訓練課」088(888)6600 高知労働局「助成金センター」 088(878)5328

5 裏表紙

都道府県労働局一覧

山形労働局「訓練係」023(626)6106 山形労働局「山形労働局助成金センター」

023(666)3614


